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【届出の対象とした募集（売出）内国投資

信託受益証券に係るファンドの名称】

モビリティ関連　世界株式戦略ファンド

【届出の対象とした募集（売出）内国投資

信託受益証券の金額】

(1)当初申込額

　 500億円を上限とします。

(2)継続申込額

　 10兆円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、半期報告書を提出したこと等に伴い、平成30年1月12日に提出した有価証券届出書（平成30年10月1

日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済。以下「原届出書」といいます。）の関係情報

を新たな情報に更新するため、本訂正届出書を提出するものです。

 

２【訂正の内容】

＜訂正前＞及び＜訂正後＞に記載している下線部　　　　　は訂正部分を示し、＜更新・訂正後＞に記載

している内容は、当該内容にて原届出書が更新されます。なお、「第二部　ファンド情報　第1　ファン

ドの状況　5　運用状況」及び「第二部　ファンド情報　第3　ファンドの経理状況」は原届出書の更新後

の内容です。
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第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

３投資リスク

〔参考情報〕を以下の内容に更新・訂正します。

＜更新・訂正後＞
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４手数料等及び税金

（５）課税上の取扱い

＜訂正前＞

（前略）

※上記は、平成30年 7月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変
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更される場合があります。

（後略）

 

＜訂正後＞

（前略）

※上記は、平成30年 8月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変

更される場合があります。

（後略）

 

５運用状況

以下は、2018年 8月31日現在の状況について記載してあります。

 

モビリティ関連　世界株式戦略ファンド

（１）投資状況

 

 

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）

親投資信託受益証券 日本 268,611,169 99.95

現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 136,016 0.05

合計(純資産総額) 268,747,185 100.00
 

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（２）投資資産

①投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細
 

 

国／

地域
種類 銘柄名 数量

帳簿価額(円)

単価

帳簿価額(円)

金額

評価額(円)

単価

評価額(円)

金額

投資

比率

(％)

日本 親投資信託受
益証券

モビリティ関連　世界株式戦略マ
ザーファンド

285,180,135 0.9797 279,404,753 0.9419 268,611,169 99.95

 

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

　

ロ.種類別投資比率
 

 

種類 投資比率（％）

親投資信託受益証券 99.95

合計 99.95
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(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

②投資不動産物件

該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの

 

 

該当事項はありません。
 

（３）運用実績

①純資産の推移

 

 

　
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）

（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）

2018年 1月末日 200,500,000 ― 10,000 ―

　　　 2月末日 197,179,947 ― 9,834 ―

　　　 3月末日 184,255,375 ― 9,190 ―

　　　 4月末日 186,153,694 ― 9,284 ―

　　　 5月末日 188,533,513 ― 9,403 ―

　　　 6月末日 218,636,740 ― 9,095 ―

　　　 7月末日 252,907,666 ― 9,358 ―

　　　 8月末日 268,747,185 ― 9,356 ―
 

②分配の推移

 

 

該当事項はありません。
 

③収益率の推移

 

 

　 期　間 収益率（％）

第1期中間計算期間 2018年 1月31日～2018年 7月30日 △5.7

 

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

（４）設定及び解約の実績

 

 

　 期　間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）

第1期中間計算期間 2018年 1月31日～2018年 7月30日 268,930,730 ― 268,930,730
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(注1)第1期中間計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

（参考）

モビリティ関連　世界株式戦略マザーファンド

投資状況

 

 

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）

株式 アメリカ 95,761,121 35.65

日本 51,388,400 19.13

イギリス 16,019,188 5.96

ケイマン 13,117,430 4.88

オランダ 12,782,216 4.76

ドイツ 11,268,947 4.20

オーストリア 8,030,192 2.99

インド 7,272,582 2.71

ジャージー 6,895,393 2.57

スウェーデン 6,664,896 2.48

カナダ 6,581,190 2.45

韓国 6,518,475 2.43

中国 5,450,580 2.03

小計 247,750,610 92.24

現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 20,848,247 7.76

合計(純資産総額) 268,598,857 100.00
 

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細
 

 

国／

地域
種類 銘柄名 業種 数量

帳簿価額(円)

単価

帳簿価額(円)

金額

評価額(円)

単価

評価額(円)

金額

投資

比率

(％)

日本 株式 村田製作所 電気機器 500 18,295.58 9,147,794 19,185.00 9,592,500 3.57

アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 38 174,027.92 6,613,061 222,384.31 8,450,604 3.15

アメリカ 株式 CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP 半導体・半
導体製造装
置

4,500 1,850.20 8,325,925 1,835.82 8,261,198 3.08

日本 株式 日本電産 電気機器 500 17,140.71 8,570,357 16,105.00 8,052,500 3.00

オースト
リア

株式 AMS AG 半導体・半
導体製造装
置

930 9,408.21 8,749,643 8,634.61 8,030,192 2.99
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アメリカ 株式 GRUBHUB INC ソフトウェ
ア・サービ
ス

500 12,011.13 6,005,569 15,838.26 7,919,133 2.95

アメリカ 株式 ON SEMICONDUCTOR CORP 半導体・半
導体製造装
置

3,348 2,634.87 8,821,568 2,344.47 7,849,308 2.92

アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半
導体製造装
置

250 27,011.14 6,752,786 30,853.58 7,713,395 2.87

アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A ソフトウェ
ア・サービ
ス

55 129,216.21 7,106,892 139,318.10 7,662,496 2.85

アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半
導体製造装
置

1,415 5,448.18 7,709,186 5,357.53 7,580,911 2.82

イギリス 株式 JUST EAT PLC ソフトウェ
ア・サービ
ス

6,500 1,144.18 7,437,172 1,129.01 7,338,588 2.73

アメリカ 株式 BOEING CO 資本財 190 38,934.96 7,397,644 38,526.71 7,320,076 2.73

インド 株式 MARUTI SUZUKI INDIA LTD 自動車・自
動車部品

500 14,803.27 7,401,639 14,545.16 7,272,582 2.71

アメリカ 株式 FLEETCOR TECHNOLOGIES INC ソフトウェ
ア・サービ
ス

300 23,906.45 7,171,937 23,801.26 7,140,380 2.66

アメリカ 株式 CARVANA CO 小売 1,000 4,579.18 4,579,181 6,895.71 6,895,715 2.57

ジャー
ジー

株式 APTIV PLC 自動車・自
動車部品

698 10,426.83 7,277,930 9,878.78 6,895,393 2.57

ドイツ 株式 INFINEON TECHNOLOGIES 半導体・半
導体製造装
置

2,395 2,953.65 7,074,012 2,865.86 6,863,752 2.56

スウェー
デン

株式 HEXAGON AB-B SHS テクノロ
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器

1,000 6,037.43 6,037,437 6,664.89 6,664,896 2.48

オランダ 株式 STMICROELECTRONICS 半導体・半
導体製造装
置

2,900 2,486.78 7,211,683 2,289.32 6,639,043 2.47

カナダ 株式 BLACKBERRY LIMITED ソフトウェ
ア・サービ
ス

5,600 1,247.89 6,988,215 1,175.21 6,581,190 2.45

韓国 株式 LG INNOTEK CO LTD テクノロ
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器

450 15,895.82 7,153,122 14,485.50 6,518,475 2.43

アメリカ 株式 VEONEER INC 自動車・自
動車部品

1,157 5,156.89 5,966,523 5,456.37 6,313,029 2.35

オランダ 株式 NXP SEMICONDUCTORS NV 半導体・半
導体製造装
置

600 10,587.03 6,352,223 10,238.62 6,143,173 2.29

中国 株式 BYD CO LTD-H 自動車・自
動車部品

8,000 935.16 7,481,321 681.32 5,450,580 2.03

日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通信
業

500 8,998.35 4,499,175 10,300.00 5,150,000 1.92

日本 株式 ソニー 電気機器 800 5,376.19 4,300,954 6,348.00 5,078,400 1.89

ケイマン 株式 TENCENT HOLDINGS LTD ソフトウェ
ア・サービ
ス

1,000 6,106.72 6,106,721 5,057.21 5,057,210 1.88

日本 株式 ＴＤＫ 電気機器 400 9,465.30 3,786,123 12,490.00 4,996,000 1.86

アメリカ 株式 AMPHENOL CORPORATION テクノロ
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器

467 10,202.81 4,764,716 10,481.84 4,895,020 1.82

日本 株式 ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉ
ｅｓ

金属製品 800 5,796.87 4,637,500 5,940.00 4,752,000 1.77

 

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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ロ.種類別及び業種別の投資比率
 

 

種類 国内／外国 業種
投資比率
（％）

株式 国内 金属製品 1.77

機械 1.69

電気機器 10.32

陸運業 1.66

情報・通信業 3.69

外国 素材 2.88

資本財 5.89

自動車・自動車部品 11.36

小売 5.71

ソフトウェア・サービス 16.93

テクノロジー・ハードウェアおよび機器 8.32

半導体・半導体製造装置 22.00

　 小計 92.24

合計 　 　 92.24
 

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

 

 

該当事項はありません。
 

≪参考情報≫

交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第３【ファンドの経理状況】

(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省

令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成

12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期中間計算期間(2018年1月31日から

2018年7月30日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま

す。

 

 

１財務諸表

 

中間財務諸表

モビリティ関連　世界株式戦略ファンド

（１）中間貸借対照表

（単位：円）

第1期中間計算期間
（2018年 7月30日現在）

資産の部

流動資産

コール・ローン 1,785,958

親投資信託受益証券 253,618,011

流動資産合計 255,403,969

資産合計 255,403,969

負債の部

流動負債

未払受託者報酬 53,327

未払委託者報酬 1,599,814

未払利息 4

その他未払費用 5,276

流動負債合計 1,658,421

負債合計 1,658,421

純資産の部

元本等

元本 268,930,730

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△） △15,185,182

元本等合計 253,745,548

純資産合計 253,745,548

負債純資産合計 255,403,969

（２）中間損益及び剰余金計算書
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（単位：円）

第1期中間計算期間
自　2018年 1月31日
至　2018年 7月30日

営業収益

有価証券売買等損益 △9,427,875

営業収益合計 △9,427,875

営業費用

支払利息 290

受託者報酬 53,327

委託者報酬 1,599,814

その他費用 5,285

営業費用合計 1,658,716

営業利益又は営業損失（△） △11,086,591

経常利益又は経常損失（△） △11,086,591

中間純利益又は中間純損失（△） △11,086,591

期首剰余金又は期首欠損金（△） -

剰余金減少額又は欠損金増加額 4,098,591

中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
額

4,098,591

分配金 -

中間剰余金又は中間欠損金（△） △15,185,182

（３）中間注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
 

 

１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券

移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

  

２.その他 ファンドの計算期間

当ファンドの計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までとなっ

ておりますが、第1期計算期間は設定日(2018年 1月31日)から2018年12月17日まで

となっており、第1期中間計算期間は設定日(2018年 1月31日)から2018年 7月30日

までとなっております。

  

 

　

（中間貸借対照表に関する注記）
 

 

　
第1期中間計算期間

(2018年 7月30日現在)

１. 計算期間の末日における受益権の総数 268,930,730口

２. ｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総

理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額

元本の欠損 15,185,182円

３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産

の額

1口当たり純資産額 0.9435円

(1万口当たり純資産額) (9,435円)

 

　

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
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該当事項はありません。

　

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項
 

 

　

　

第1期中間計算期間

(2018年 7月30日現在)

１.貸借対照表計上額、時価及びその差

額

中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照

表計上額と時価との差額はありません。

 

２.時価の算定方法 (1)有価証券

売買目的有価証券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

 

(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

によっております。

 

３.金融商品の時価等に関する事項につ

いての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条

件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること

もあります。

 

 

　

（重要な後発事象に関する注記）
 

 

該当事項はありません。

 

　

（その他の注記）　

元本の移動
 

 

区分

第1期中間計算期間

自 2018年 1月31日

至 2018年 7月30日

投資信託財産に係る元本の状況

期首元本額 200,500,000円

期中追加設定元本額 68,430,730円

期中一部解約元本額 －円

 

　

（デリバティブ取引に関する注記）
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該当事項はありません。
 

 

 

 

（参考）

当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資

信託受益証券の状況は次のとおりであります。

なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。

モビリティ関連　世界株式戦略マザーファンド

貸借対照表

2018年 7月30日現在

項目 金額（円）

資産の部

流動資産

預金 15,985,671

コール・ローン 8,333,738

株式 234,768,318

派生商品評価勘定 5,500

未収配当金 92,659

流動資産合計 259,185,886

資産合計 259,185,886

負債の部

流動負債

未払金 5,565,482

未払利息 22

その他未払費用 24

流動負債合計 5,565,528

負債合計 5,565,528

純資産の部

元本等

元本 267,360,333

剰余金

剰余金又は欠損金（△） △13,739,975

元本等合計 253,620,358

純資産合計 253,620,358

負債純資産合計 259,185,886

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
 

 

　

　
2018年 7月30日現在

１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直

近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商

品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
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2018年 7月30日現在

２.デリバティブの評価基準及び評価方

法

為替予約取引

個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先

物売買相場の仲値によって計算しております。

 

当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

す。

  

３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換

算基準

投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し

ております。

なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総

理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建

資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規

則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

  

４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金

株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し

ております。

  

(2)為替予約取引による為替差損益

約定日基準で計上しております。

  

 

　

（貸借対照表に関する注記）
 

 

　 2018年 7月30日現在

１. 計算期間の末日における受益権の総数 267,360,333口

２. 「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年

総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す

る額

元本の欠損 13,739,975円

３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産

の額

1口当たり純資産額 0.9486円

(1万口当たり純資産額) (9,486円)

 

　

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項
 

 

　

　
2018年 7月30日現在

１.貸借対照表計上額、時価及びその差

額

貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

と時価との差額はありません。

 

２.時価の算定方法 (1)有価証券
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2018年 7月30日現在

売買目的有価証券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

 

(2)デリバティブ取引

「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

 

(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

によっております。

 

３.金融商品の時価等に関する事項につ

いての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条

件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること

もあります。

また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ

る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引

のリスクの大きさを示すものではありません。

 

 

　

（重要な後発事象に関する注記）
 

 

該当事項はありません。

 

　

（その他の注記）　

元本の移動
 

 

区分 2018年 7月30日現在

投資信託財産に係る元本の状況

期首 2018年 1月31日

期首元本額 200,500,000円

期中追加設定元本額 68,335,382円

期中一部解約元本額 1,475,049円

期末元本額 267,360,333円

　

期末元本額の内訳

モビリティ関連　世界株式戦略ファンド 267,360,333円

 

　

（デリバティブ取引に関する注記）
 

通貨関連
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（2018年 7月30日現在）
 

 

区分 種類 契約額等(円)
　 時価

(円)

評価損益

(円)うち1年超

市場取引以外
の取引

為替予約取引

買建 5,549,500 － 5,555,000 5,500

アメリカドル 5,549,500 － 5,555,000 5,500

合計 5,549,500 － 5,555,000 5,500
 

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

２ファンドの現況

モビリティ関連　世界株式戦略ファンド

純資産額計算書

 

（2018年 8月31日現在）
 

Ⅰ　資産総額 269,122,648円　

Ⅱ　負債総額 375,463円　

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 268,747,185円　

Ⅳ　発行済口数 287,238,898口　

Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9356円　

　　（1万口当たり純資産額） （9,356円）
 

（参考）

モビリティ関連　世界株式戦略マザーファンド

純資産額計算書

 

（2018年 8月31日現在）
 

Ⅰ　資産総額 268,611,656円　

Ⅱ　負債総額 12,799円　

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 268,598,857円　

Ⅳ　発行済口数 285,180,135口　

Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9419円　
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　　（1万口当たり純資産額） （9,419円）
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第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１委託会社等の概況

＜訂正前＞

(2)委託会社の機構

（中略）

委託会社の機構は平成30年10月 1日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 

＜訂正後＞

(2)委託会社の機構

（中略）

委託会社の機構は平成30年10月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 

２事業の内容及び営業の概況

＜訂正前＞

（前略）

平成30年7月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きます。）

は次の通りです。

 本数（本） 純資産総額（百万円）

追加型株式投資信託 502 9,773,110

追加型公社債投資信託 0 0

単位型株式投資信託 65 222,303

単位型公社債投資信託 0 0

合計 567 9,995,414

＜訂正後＞

（前略）

平成30年8月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きます。）

は次の通りです。

 本数（本） 純資産総額（百万円）

追加型株式投資信託 497 10,106,666

追加型公社債投資信託 0 0

単位型株式投資信託 67 230,389

単位型公社債投資信託 0 0

合計 564 10,337,055

 

EDINET提出書類

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

19/22



５その他

＜訂正前＞

（前略）

(2)訴訟事件その他の重要事項

平成30年10月 1日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要

な影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。

＜訂正後＞

（前略）

(2)訴訟事件その他の重要事項

平成30年10月30日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要

な影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
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独立監査人の中間監査報告書
 
 

２０１８年９月２８日
 

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

取　　　締　　　役　　　会　　　御中  

 
 

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士 松崎雅則 印

 
 

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているモビリティ関連 世界株式戦略ファンドの２０１８年１月３１日から２０１８年７月３０日ま

での中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表につい
て中間監査を行った。
 
中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 
中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、モビリティ関連 世界株式戦略ファンドの２０１８年７月３０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終

了する中間計算期間（２０１８年１月３１日から２０１８年７月３０日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表
示しているものと認める。
 
利害関係

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

ております。

２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

 

平成30年６月１日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 藤　澤　　　孝　　印

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 竹　内　知　明　　印

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の平成29年４月１日から平成30年

３月31日までの第32期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重

要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表

示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明

することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る

ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続

は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択

及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当

監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と

適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並

びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の平成30年３月31日現在の財政状態及び同日をもって

終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上
 

（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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